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   札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 札幌市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条の２第２項第１号中「１００分の４９」を「１００分の４７」に改め、

同項第２号中「１００分の３９」を「１００分の３７．５」に改め、同項第３

号中「１００分の２１．５」を「１００分の２０.５」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 （理 由） 

本市の一般職の職員の退職手当の額の引下げ等を考慮して、本市の特別職の

職員の退職手当の額を引き下げるため、本案を提出する。 


